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第２回 契約の成立 － 申込・承
諾・約因、その他契約の成立要件
を比較検討する 
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契約の成立 － 申込・承諾・約因 
 

 第２回目のテーマは、契約の成立、申込、
承諾、約因 

 
 主要な述語について、UCC と Treitel を用いて、英文表

現を確かめる 
 
 日本の民法の規定を基準に 
 

 同趣旨の規定、制度があるか 
 異なる趣旨の規定となっているか 
 制度の原則・発想の基本に違いがあるか 
 契約書に具体的な条項として現れているものがあるか 
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契約の成立 － 申込・承諾・約因 
 

 [1-101]  Contract as enforceable agreement.  A contract is an 
agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by 
law. 
 

 contract / agreement 
 

 enforce (enforceable) 
 

 The Factor which distinguishes contractual from other legal obligations is 
that they are based on the agreement of the contracting parties. 
 

 agreement of the contracting parties 
 

 [1-102] objective principle  
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契約の成立 － 申込・承諾・約因 
 
 [2-001]  The first requisite of contract is that the parties should have reached agreement.  

Generally speaking, an agreement is made when one party accepts an offer made by the other. 
 

 [2-002]  offer - offeror 
 

 [2-003]  offeree  
 

 [2-006]  invitation to treat 
 

 [2-015]  acceptance 
 

 [2-023] communication of acceptance 
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民法の契約に関する規定（１） 
日本法 英米法 

第二章 契約 
     第一節 総則 
      第一款 契約の成立 
  
（承諾の期間の定めのある申込み） 
第五百二十一条  承諾の期間を定めてし

た契約の申込みは、撤回することができ
ない。 
２  申込者が前項の申込みに対して同項

の期間内に承諾の通知を受けなかったと
きは、その申込みは、その効力を失う。 

 

 [2-058]  an offer can be 
withdrawn 
 
 

 [3-154] firm offer 
 
 revoke 

 
 [2-058]  termination of offer 
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民法の契約に関する規定（２） 
日本法 英米法 

（承諾の通知の延着） 
第五百二十二条  前条第一項の申込みに対す
る承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した
場合であっても、通常の場合にはその期間内に
到達すべき時に発送したものであることを知る
ことができるときは、申込者は、遅滞なく、相
手方に対してその延着の通知を発しなければな
らない。ただし、その到達前に遅延の通知を発
したときは、この限りでない。 
２  申込者が前項本文の延着の通知を怠った
ときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に
到達したものとみなす。 
  
（遅延した承諾の効力） 
第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を
新たな申込みとみなすことができる。 

 [2-033]  applications of the 
posting rule 
 

 [2-034] misdirected 
acceptance 
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民法の契約に関する規定（３） 
日本法 英米法 

（承諾の期間の定めのない申込み） 
第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔
地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通
知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、
撤回することができない。 

 [2-058] withdrawal  
 

 [2-064] after a lapse of 
reasonable time 
 

 [2-058] communication to 
offerree generally required 
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民法の契約に関する規定（４） 
日本法 英米法 

（申込者の死亡又は行為能力の喪失） 
第五百二十五条  第九十七条第二項の規定は、
申込者が反対の意思を表示した場合又はその相
手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の
事実を知っていた場合には、適用しない。 
 
（隔地者に対する意思表示） 
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、そ
の通知が相手方に到達した時からその効力を生
ずる。 
２  隔地者に対する意思表示は、表意者が通
知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失し
たときであっても、そのためにその効力を妨げ
られない。 

 [2-067] [2-068] [2-069] 死亡 
 

 [2-070] 行為能力の喪失 
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民法の契約に関する規定（５） 
日本法 英米法 

（隔地者間の契約の成立時期） 
第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の
通知を発した時に成立する。 
２  申込者の意思表示又は取引上の慣習によ
り承諾の通知を必要としない場合には、契約は、
承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に
成立する。 

 

 [2-028]  the posting rule 
 
 [2-032]  instantaneous 

communication 
 

 [2-036] revocation of posted 
acceptance 

 
 [2-017]  acceptance of conduct 
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民法の契約に関する規定（６） 
日本法 英米法 

（申込みの撤回の通知の延着） 
第五百二十七条  申込みの撤回の通知が承諾
の通知を発した後に到達した場合であっても、
通常の場合にはその前に到達すべき時に発送し
たものであることを知ることができるときは、
承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着
の通知を発しなければならない。 
２  承諾者が前項の延着の通知を怠ったとき
は、契約は、成立しなかったものとみなす。 

 

 [2-033] 
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民法の契約に関する規定（８） 
日本法 英米法 

（申込みに変更を加えた承諾） 
第五百二十八条  承諾者が、申込みに条件を
付し、その他変更を加えてこれを承諾したとき
は、その申込みの拒絶とともに新たな申込みを
したものとみなす。 

 [2-018]  
 
 counter-offer 

 
 the battle of forms 
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民法の契約に関する規定（９） 
日本法 英米法 

（懸賞広告） 
第五百二十九条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者（以下
この款において「懸賞広告者」という。）は、その行為をした者に対してその報
酬を与える義務を負う。 
  
（懸賞広告の撤回） 
第五百三十条  前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了す
る者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができ
る。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 
２  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の
方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを
知った者に対してのみ、その効力を有する。 
３  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする
権利を放棄したものと推定する。 
  
（懸賞広告の報酬を受ける権利） 
第五百三十一条  広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為
をした者のみが報酬を受ける権利を有する。 
２  数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける
権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告におい
て一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 
３  前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 
  
（優等懸賞広告） 
第五百三十二条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等
者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、
その効力を有する。 
２  前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中
に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が
判定する。 
３  応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 
４  前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 

 [2-010] advertisement 
 

 [2-050]  
 
 unilateral contract / 

bilateral contract  
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契約に関する商法の特則 
日本法 英米法 

（対話者間における契約の申込み） 
第五百七条  商人である対話者の間において契約の申込みを受け
た者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力
を失う。 
  
（隔地者間における契約の申込み） 
第五百八条  商人である隔地者の間において承諾の期間を定めな
いで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発し
なかったときは、その申込みは、その効力を失う。 
２  民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用する。 
  
（契約の申込みを受けた者の諾否通知義務） 
第五百九条  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属す
る契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対す
る諾否の通知を発しなければならない。 
２  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、
同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。 
  
（契約の申込みを受けた者の物品保管義務） 
第五百十条  商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受け
た場合において、その申込みとともに受け取った物品があるとき
は、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもっ
てその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額
がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によっ
て損害を受けるときは、この限りでない。 

• [2-064] 
 

• [2-043] course of dealing  
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